
平成１２年(ネ)第３０２９号，第４１５７号　不正競争差止等請求控訴事件，同附
帯控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成７年(ワ)第２６９２号）
平成１２年１２月２０日口頭弁論終結
                判        決
        控訴人兼附帯被控訴人（第一審被告。以下「被告」という。）
        　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ファイン
        代表者代表取締役　　　　　　　Ａ
        訴訟代理人弁護士　　　　　　　亀　田　悦　廣
        被告補助参加人　　　　　　　　株式会社永光
        代表者代表取締役　　　　　　　Ｂ
        被控訴人兼附帯控訴人（第一審原告。以下「原告」という。）
        　　　　　　　　　　 　　     株式会社コジット
        代表者代表取締役　　　　　　　Ｃ
        訴訟代理人弁護士　　　　　　　中　嶋　邦　明
        同　　　　　　　　　　　　　　井　上　楸　子
        補佐人弁理士　　　　　　　　　鳥　居　和　久
　              主        文
    １　本件控訴を棄却する。
    ２(1)　附帯控訴に基づき，原判決主文第三項を次のとおり変更する。
    　(2)　被告は，原告に対し，金５９４万２４３６円及び内金５３４万２４３６
円に対する平成８年３月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
    ３　訴訟費用は，第１審，第２審を通じ，補助参加により生じた費用は補助参
加人の負担とし，その余を被告の負担とする。
    ４　この判決の第２項(2)のうち，原審の認容額を超えて支払を命じる部分は，
仮に執行することができる。
                事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　控訴の趣旨
    (1)　原判決を取り消す。
    (2)　原告の請求を棄却する。
  ２　附帯控訴の趣旨
    　主文第２項と同旨（第１審で全部勝訴した原告が損害賠償請求につき請求を
拡張して損害額の増額を求めるもの）
第２　事案の概要
    　本件事案の概要については，次のとおり付加訂正する他，原判決「第二　事
案の概要」及び「第三　争点に関する当事者の主張」（３頁６行目から１９頁８行
目まで）記載のとおりであるから，これを引用する。
  １　１３頁１０行目「争点２(四)」を「争点２(三)」と改める。
  ２　１５頁１０行目「ところ、本件では、内金三六〇万円の請求をする。」を削
除する。
第３　当裁判所の判断
    　当裁判所も，原告の請求は，附帯控訴による請求拡張部分を含めて理由があ
るものと考える。その理由は，次のとおり付加訂正するほか，原判決「第四　争点
に関する当裁判所の判断」（１９頁９行目から５５頁７行目まで）記載のとおりで
あるから，これを引用する。
  １　２１頁１行目の「（一）」、２３頁２行目の「（二）」をいずれも削除す
る。
  ２　２６頁４行目「認められる。」の次に「なお，被告補助参加人は，当審にお
いて，Ｄの陳述書（甲３）について，これが自分の書いたものではないとするＤの
供述の録音反訳書等（丁１ないし４。いずれも本件が当審に係属した後である平成
１２年１１月１２日に作成されたもの）を提出する。しかし，甲３に押捺されてい
るＤ経営の会社名の印影は，甲７の社印（Ｄは，この社印を押捺したことを認めて
いる。）と同一であること，後記(四)のとおり，原告商品の形態を模倣して被告商
品を製造したのはＤ自身ではないかと推認されること，その他，その作成経過，時
期等を考慮すると，これら被告補助参加人提出の書証は，いずれも，以下(1)ない
し(3)の事実認定を左右するものではない。」を加える。
  ３　３４頁８行目「規制したものであって、」から同９行目「必要であり、」ま



でを、「規制したものであるところ，クリーンハンドの原則の適用を認めた場合，
結果的に不正競争行為を放置せざるを得ないことになり，かえって前記不正競争防
止法の趣旨に反するというべきである。」と改める。
  ４　３５頁１行目「もっとも、」から同７行目「認めるに足る証拠はない。」ま
でを削除する。
  ５　４９頁末行「(七)　以上の損害額の合計は、」から５０頁３行目「求める権
利がある。」までを削除する。
第４　結論
    　以上の次第で，本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし，他方，
損害賠償請求の拡張により損害額の増額を求める附帯控訴は理由があるので，原判
決主文第三項を本判決第２項(2)のとおり変更することとする。
  　　  　　大阪高等裁判所第８民事部
　　　　　　　　　      　　　　　                                
　　　　　　　　　      　　　裁判官　　若    林        　諒 
                                                                  
　　　　　　　　　      　　　裁判官 　 西    井    和    徒 

裁判長裁判官鳥越健治は，転補につき署名押印することができない。

　　　　　　　　　      　　　裁判官　　若    林        　諒


